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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のアンテナと、前記第１のアンテナに接続され無線端末の送受信機能を有する端末
機能部と、を有する第１の基地局と、
　第２のアンテナに接続された信号処理部を有する第２の基地局と、
　前記端末機能部と呼接続するためのテストサーバと、
　前記第１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断するた
めの試験を行う保守端末と
を備え、
　前記保守端末は、
　正常又は異常の判断対象となる、前記第１の基地局の第１の基地局識別子と、前記第２
の基地局の第２の基地局識別子とを指定し、
　指定された第１の基地局識別子が示す前記第１の基地局に、指定された第２の基地局識
別子を送信し、
　前記第１の基地局は、
　前記保守端末から第２の基地局識別子を受信し、
　前記端末機能部から、前記第１のアンテナを介して、受信された第２の基地局識別子に
より特定される前記第２の基地局の前記信号処理部に無線信号を送信し、前記第１のアン
テナと該信号処理部とを介して、前記端末機能部と前記テストサーバとの呼接続処理を実
行し、
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　呼接続の成功又は失敗を示す接続結果を前記端末機能部により判定し、
　該接続結果を前記保守端末に送信し、
　前記保守端末は、
　前記第１の基地局から該接続結果を受信し、
　該接続結果を表示部に表示し、又は、記憶部に記憶し、又は、該接続結果に従い前記第
１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断する無線通信シ
ステム。
【請求項２】
　セクタ毎の第１のアンテナと、無線端末の送受信機能を有する端末機能部と、該端末機
能部とセクタ毎の前記第１のアンテナのひとつとを接続するスイッチとを有する第１の基
地局と、
　第２のアンテナに接続されたセクタ毎の信号処理部を有する第２の基地局と、
　前記端末機能部と呼接続するためのテストサーバと、
　前記第１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断するた
めの試験を行う保守端末と
を備え、
　前記保守端末は、
　正常又は異常の判断対象となる、前記第１の基地局の第１の基地局識別子及び第１のセ
クタ識別子と、前記第２の基地局の第２の基地局識別子及び第２のセクタ識別子とを指定
し、
　指定された第１の基地局識別子に従い、前記第１の基地局に、指定された第１のセクタ
識別子と、第２の基地局識別子と、第２のセクタ識別子とを送信し、
　前記第１の基地局は、
　前記保守端末から、第１のセクタ識別子と第２の基地局識別子と第２のセクタ識別子と
を受信し、
　受信された第１のセクタ識別子に従い、前記スイッチにより第１のセクタ識別子が示す
セクタの前記第１のアンテナと前記端末機能部とを接続し、
　前記端末機能部から、接続された第１のアンテナを介して、受信された第２の基地局識
別子及び第２のセクタ識別子により特定される前記第２の基地局の前記信号処理部に無線
信号を送信し、前記第１のアンテナと該信号処理部とを介して、前記端末機能部と前記テ
ストサーバとの呼接続処理を実行し、
　呼接続の成功又は失敗を示す接続結果を前記端末機能部により判定し、
　該接続結果を前記保守端末に送信し、
　前記保守端末は、
　前記第１の基地局から該接続結果を受信し、
　該接続結果を表示部に表示し、又は、記憶部に記憶し、又は、該接続結果に従い前記第
１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断する無線通信シ
ステム。
【請求項３】
　前記保守端末、前記第１の基地局及び前記第２の基地局のいずれかが、第２の基地局識
別子及び第２のセクタ識別子に対応した、セクタを識別するためのＰＮ（ｐｓｅｕｄｏ　
ｎｏｉｚｅ）番号を前記端末機能部に通知し、
　前記端末機能部は、該ＰＮ番号を用いて前記第２の基地局の前記信号処理部に無線信号
を送信する請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記第１の基地局は、セクタ毎の第２の信号処理部をさらに有し、
　前記保守端末は、さらに、
　前記第１の基地局の第１の基地局識別子及び第１のセクタ識別子を指定し、
　指定された第１の基地局識別子が示す前記第１の基地局に、指定された第１のセクタ識
別子を送信し、
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　前記第１の基地局は、さらに、
　前記保守端末から第１のセクタ識別子を受信し、
　受信された第１のセクタ識別子が示すセクタの前記第２の信号処理部と前記端末機能部
とを接続し、
　前記端末機能部から、接続された該第２の信号処理部に信号を出力し、該第２の信号処
理部を介して前記端末機能部と前記テストサーバとの呼接続処理を実行し、
　該呼接続の成功又は失敗を示す第２の接続結果を前記端末機能部により判定し、
　該第２の接続結果を前記保守端末に送信し、
　前記保守端末は、さらに、
　前記第１の基地局から該第２の接続結果を受信し、
　該第２の接続結果を表示部に表示し、又は、記憶部に記憶し、又は、該第２の接続結果
に従い前記第１の基地局の正常又は異常を判断する請求項２に記載の無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、特に、移動体通信システムにおいて、無線基地局
及びネットワークの正常性を診断するための無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システム又は無線通信システムを運用する上で、システムの安定性は重要な
要素のひとつである。システムを安定的に動作させるためには、システム運用停止となる
障害を発生させないことに加えて、障害が発生した場合には迅速にその障害を検出し、復
旧させることが求められる。従って、無線基地局の正常性確認方法は極めて重要である。
また、障害が発生した場合は、ユーザへの影響度が重要である。例えば、無線基地局装置
にて何らかの障害が発生した場合、その障害がユーザへ影響があるかないかでは重要度が
異なり、対応も変わってくる。
【０００３】
　移動体通信システム又は無線通信システムは、広いサービスエリアをセルと呼ばれる多
数の小さなエリアに分割し、各セル内に無線基地局装置を配置する。無線基地局装置はネ
ットワークに接続されており、ユーザ端末は、当該端末が該当するセルの無線基地局装置
と無線を介して通信を行うことで、ネットワークに接続された別端末と通信を行うことが
可能となる。
【０００４】
　無線基地局装置及びネットワークを含めた正常性をリモートかつオンラインで確認する
技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１では、基地局の基地局無
線装置とアンテナの間に方向性結合器が取り付けれ、高周波ケーブルを介して試験装置と
接続されている。基地局の試験の際にはオペレーションセンタの固定電話から試験装置の
携帯電話へダイヤルし音声通信することで基地局及びネットワークの試験を行う方法であ
る。また、同様の試験方法を、音声通信ではなくパケットデータ呼処理機能の正常性確認
方法に発展させた技術が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　また、本出願人により、基地局に備えられた端末機能部を用いて、自基地局の空中線障
害試験、受信機障害試験、送信機障害試験を行う無線試験装置が開示されている（例えば
、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２０００－３３２６７４号公報
【特許文献２】特開２００２－２７１２８０号公報
【特許文献３】特開２００５－１５１１８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　上記特許文献１、２に記載の技術では、無線基地局装置とアンテナの間に方向性結合器
を接続し、試験端末を接続しているため、無線基地局装置のアンテナ設備を含めた正常性
の確認はできないという課題がある。アンテナ設備を含めた正常性の確認ができないこと
で、試験の結果、正常と判断した場合でもアンテナ設備に障害があり、システム運用停止
となる場合がある。この課題を解決するため、アンテナ設備を含めた無線基地局装置及び
ネットワークの正常性試験方法を確立する必要がある。また、各無線基地局装置に試験端
末を用意する必要があるため、１台あたりの無線基地局装置のコストが高くなる。
【０００７】
　本発明は、以上の点に鑑み、アンテナ設備を含めた無線基地局装置及びネットワークの
正常性、つまり、システム全体の正常性を確認する無線通信システムを提供することを目
的とする。本発明は、システム運用中であっても正常性を確認できる方法及びシステムを
提供することを目的とする。また、本発明は、システム全体の正常性確認を安価に実現す
ることを目的のひとつとする。また、本発明は、端末機能部を搭載する無線基地局装置を
減らすことを可能とし、無線基地局装置のコストを削減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、ある無線基地局装置にＴＡＴ（端末機能部）という試験端末を搭載し、呼
接続処理を行う。ＴＡＴを搭載している無線基地局装置と接続するのではなく、隣接する
無線基地局装置と接続することで、アンテナ設備を含めた正常性の確認を行う。無線基地
局装置に搭載されたＴＡＴで隣接する複数の無線基地局装置の正常性試験を実施するので
、各無線基地局装置にＴＡＴ相当の試験端末をそれぞれ搭載する必要が無く、コストを削
減することができる。
　ＴＡＴは、一般端末と同じ呼処理機能をもつ試験端末である。一般端末と同じ呼処理機
能をもつことで、一般サービスへの影響なく呼接続を行うことができる。
【０００９】
　本発明の第１の解決手段によると、
　第１のアンテナと、前記第１のアンテナに接続され無線端末の送受信機能を有する端末
機能部と、を有する第１の基地局と、
　第２のアンテナに接続された信号処理部を有する第２の基地局と、
　前記端末機能部と呼接続するためのテストサーバと、
　前記第１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断するた
めの試験を行う保守端末と
を備え、
　前記保守端末は、
　正常又は異常の判断対象となる、前記第１の基地局の第１の基地局識別子と、前記第２
の基地局の第２の基地局識別子とを指定し、
　指定された第１の基地局識別子が示す前記第１の基地局に、指定された第２の基地局識
別子を送信し、
　前記第１の基地局は、
　前記保守端末から第２の基地局識別子を受信し、
　前記端末機能部から、前記第１のアンテナを介して、受信された第２の基地局識別子に
より特定される前記第２の基地局の前記信号処理部に無線信号を送信し、前記第１のアン
テナと該信号処理部とを介して、前記端末機能部と前記テストサーバとの呼接続処理を実
行し、
　呼接続の成功又は失敗を示す接続結果を前記端末機能部により判定し、
　該接続結果を前記保守端末に送信し、
　前記保守端末は、
　前記第１の基地局から該接続結果を受信し、
　該接続結果を表示部に表示し、又は、記憶部に記憶し、又は、該接続結果に従い前記第
１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断する無線通信シ
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ステムが提供される。
【００１０】
　本発明の第２の解決手段によると、
　セクタ毎の第１のアンテナと、無線端末の送受信機能を有する端末機能部と、該端末機
能部とセクタ毎の前記第１のアンテナのひとつとを接続するスイッチとを有する第１の基
地局と、
　第２のアンテナに接続されたセクタ毎の信号処理部を有する第２の基地局と、
　前記端末機能部と呼接続するためのテストサーバと、
　前記第１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断するた
めの試験を行う保守端末と
を備え、
　前記保守端末は、
　正常又は異常の判断対象となる、前記第１の基地局の第１の基地局識別子及び第１のセ
クタ識別子と、前記第２の基地局の第２の基地局識別子及び第２のセクタ識別子とを指定
し、
　指定された第１の基地局識別子に従い、前記第１の基地局に、指定された第１のセクタ
識別子と、第２の基地局識別子と、第２のセクタ識別子とを送信し、
　前記第１の基地局は、
　前記保守端末から、第１のセクタ識別子と第２の基地局識別子と第２のセクタ識別子と
を受信し、
　受信された第１のセクタ識別子に従い、前記スイッチにより第１のセクタ識別子が示す
セクタの前記第１のアンテナと前記端末機能部とを接続し、
　前記端末機能部から、接続された第１のアンテナを介して、受信された第２の基地局識
別子及び第２のセクタ識別子により特定される前記第２の基地局の前記信号処理部に無線
信号を送信し、前記第１のアンテナと該信号処理部とを介して、前記端末機能部と前記テ
ストサーバとの呼接続処理を実行し、
　呼接続の成功又は失敗を示す接続結果を前記端末機能部により判定し、
　該接続結果を前記保守端末に送信し、
　前記保守端末は、
　前記第１の基地局から該接続結果を受信し、
　該接続結果を表示部に表示し、又は、記憶部に記憶し、又は、該接続結果に従い前記第
１の基地局の第１のアンテナ及び前記第２の基地局の正常又は異常を判断する無線通信シ
ステムが提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、アンテナ設備を含めた無線基地局装置及びネットワークの正常性、つ
まり、システム全体の正常性を確認する無線通信システムを提供することができる。本発
明によると、システム運用中であっても正常性を確認できる方法及びシステムを提供する
ことができる。また、本発明によると、システム全体の正常性確認を安価に実現すること
ができる。また、本発明によると、ＴＡＴを搭載する無線基地局装置を減らすことを可能
とし、無線基地局装置のコストを削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に本実施の形態に係わる無線基地局装置を無線基地局通信網の構成ならびにこれら
の運用方法について、１ｘＥＶ－ＤＯ（１ｘ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　Ｏｎｌｙ
）システムを例に図面を用いて説明する。なお、システムは、１ｘＥＶ－ＤＯに限らず、
適宜のシステムでもよい。
【００１３】
　図１は、１ｘＥＶ－ＤＯシステムにおける無線基地局試験システムの構成図である。ま
た、図２、図３は試験時の無線信号経路の説明図である。図１～３を参照して、本実施の
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形態についての概略を説明する。
　無線基地局試験システムは、信号処理部１２１と試験機能部１２４とを搭載する基地局
（無線基地局装置、第１の基地局）１０１と、信号処理部１２２又は１２３を搭載する基
地局（第２の基地局）１０２、１０３と、ＩＰ－ＳＷ（ＩＰスイッチ）１０７と、ＰＣＦ
－ＳＣ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ－Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ、無線パケット制御装置）１０９と、ＡＮ－ＡＡＡ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ、Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ、ａｎｄ　Ａｃｃｏｕ
ｎｔｉｎｇ、認証装置）１０６と、保守端末１１０と、テストサーバ１１２とを備える。
また、試験機能部１２４を搭載している基地局の数は１つに限らず、適宜の数の基地局を
備えてもよい。また、試験機能部を搭載していない基地局の数は２つに限らず、ひとつで
もよいし適宜の数の基地局を備えてもよい。例えば、隣接する基地局の少なくともひとつ
に、試験機能部を有するようにしてもよい。なお、全ての基地局が試験機能部を有してい
てもよい。
【００１４】
　基地局１０１は、アンテナに接続される信号処理部１２１と、試験機能部１２４を有す
る。基地局１０２、１０３は、例えば、基地局１０１と同一構成の信号処理部１２１を有
する。図中、端末１８１は基地局１０１と主信号経路１４１を用いて、端末１８２は基地
局１０２と主信号経路１４２を用いて、端末１８３は基地局装置１０３と主信号経路１４
３を用いて無線又は有線の他の端末１８４と通信することができる。図中、基地局１０１
、１０２、１０３を取り囲む円は、基地局１０１、１０２、１０３のセル範囲を視覚化し
たものである。
【００１５】
　ＩＰ－ＳＷ１０７は、基地局１０１、１０２，１０３等に接続され、パケットのスイッ
チングなどを行う。ＡＮ－ＡＡＡ１０６は端末認証用のサーバであり、ユーザ情報の登録
・管理等の機能を有する。保守端末１１０は、管理網１０８、ＩＰ－ＳＷ１０７を経由し
て、基地局１０１、１０２、１０３に接続され、各基地局の監視・制御をリモートにて行
う機能を有する。ＰＣＦ－ＳＣ１０９は無線パケット制御装置であり、セッション情報の
管理、端末認証、無線パケットの制御及び終端等の機能を有する。テストサーバ１１２は
試験用のサーバであり、基地局１０１内部の試験機能部１２４がネットワーク網（データ
網）１１１を経由して接続する。
【００１６】
　また、図２に示すように基地局１０１に搭載されている試験機能部１２４は、基地局１
０１の信号処理部１２１を経由し、信号経路１９１を用いてテストサーバ１１２と通信す
ることができる。これにより、基地局１０１の正常性の確認を行うことができる。しかし
、この場合は基地局１０１のアンテナは経由していないので、アンテナついては未診断で
ある。
【００１７】
　また、図３に示すように、基地局１０１に搭載されている試験機能部１２４は、基地局
１０１を介してテストサーバ１１２等と通信可能なだけでなく、基地局１０１のアンテナ
、基地局１０２又は１０３を経由した経路１９２を用いてテストサーバ１１２と通信する
ことができる。この場合は基地局１０１のアンテナ、基地局１０２又は１０３のアンテナ
を経由し、テストサーバ１１２と接続していることから、アンテナ設備を含めた無線基地
局装置及びネットワークの正常性の確認を行うことができる。
【００１８】
　図４は、基地局１０１の詳細構成図である。基地局１０１は、信号処理部１２１と、試
験機能部１２４とを備える。基地局１０１の内部の信号処理部１２１は、３つのセクタに
対応するセクタ毎の信号処理部（セクタ１　信号処理部１３１、セクタ２　信号処理部１
３２、セクタ３　信号処理部１３３）と、回路インターフェース１３４と、基地局制御部
１３５とを有する。なお、図５の例は、１セクタあたり、１系統の送信機と２系統の受信
機（０系と１系）とを備え、ダイバーシティ受信を可能とする３セクタ構成の基地局を例
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にし、図示している。なお、セクタ、及び、送信系、受信系は、これに限らず適宜の数を
備えてもよい。なお、セクタは、１セクタであってもよい。
【００１９】
　セクタ１　信号処理部１３１は、下り信号１８２と上り信号１８３を分離するＤＵＰ（
デュプレクサ）１４３と、アンテナ１７１からの上り無線信号の通過帯域を制限するＢＰ
Ｆ（通過帯域フィルタ）１４４と、１系統の送信機１４５及び２系統の受信機（０系受信
機１４６・１系受信機１４７）とを備える。また、変調器１４８と、復調器１４９と、Ｃ
ＰＬ（方向性結合器）１４１、１４２とを備える。変調機１４８、復調機１４９はデータ
の変換及び復調を行う。ＣＰＬ１４１は、ＤＵＰ１４３とアンテナ１７０とＳＷ１５１（
端末機能部１３７への経路）とを相互に接続する。ＣＰＬ１４２は、アンテナ１７１とＢ
ＰＦ１４４とＳＷ１５２（端末機能部１３７への経路）とを相互に接続する。なお、セク
タ１　信号処理部１３１の内部構成のみを図示しているが、セクタ２　信号処理部１３２
及びセクタ３　信号処理部１３３は、セクタ１　信号処理部１３１と同様とすることがで
きるため、説明を省略する。
【００２０】
　回路インターフェース部１３４は、基地局１０１とＩＰ－ＳＷ１０７とのインターフェ
ースである。基地局制御部１３５は、基地局１０１の監視・制御機能を有する。例えば、
基地局制御部１３５は、ＣＰＵ１６１とＲＯＭ１６２とＲＡＭ１６３とを有する。
【００２１】
　試験機能部１２４は、試験機能制御部１３６と、端末機能部１３７と、例えば３個のス
イッチ１５１、１５２、１５４と、ＤＵＰ１５３とを有する。なお、スイッチはこれに限
らず適宜の数を有してもよい。また、端末機能部１３７の下り減衰器１５５と、上り減衰
器１５６とを更に有してもよい。端末機能部１３７は、一般ユーザが使用する端末１０４
と同等の機能を有する試験用端末である。例えば端末機能部１３７は、送信機１５７と受
信機１５８とを有する。試験機能制御部１３６は、端末機能部１３７の制御を行い、また
、試験機能部１２４に搭載される３個のスイッチ１５１、１５２、１５４の設定、下り減
衰器１５５及び上り減衰器１５６の減衰量の設定を行う機能を有する。なお、試験機能制
御部１３６は、試験機能部１２４の各部と接続されている。ＳＷ１５１及びＳＷ１５２は
、試験するセクタを切り替える機能を有する。また、スイッチ１５４は、基地局１０１の
０系受信機１４６を通る経路か、１系受信機１４７を通る経路かを切り替える。
【００２２】
　図５は、基地局１０２、１０３の詳細構成図である。基地局１０２、１０３の信号処理
部１２２、１２３は、セクタに対応するセクタごとの信号処理部１１３１、１１３２、１
１３３と、回路インターフェース部１１３４と基地局制御部１１３５とを有する。基地局
１０２、１０３に搭載されている信号処理部１２２、１２３の各部は、基地局１０１に搭
載されている信号処理部１２１と同様のため説明を省略する。なお、基地局１０２、１０
３では、基地局１０１が備えるＣＰＬ１４１、１４２を省略することができる。
【００２３】
　図６は、診断試験を行う際のシーケンスの説明図である。図７は基地局１０１のアンテ
ナ設備を除く診断方法のシーケンス図である。なお、基地局１０３のアンテナを含む診断
方法については基地局１０２のアンテナを含む診断方法と同一手順で診断可能なため省略
する。また、要求に対するＡｃｋは通常存在するため省略する。
【００２４】
　診断試験は、例えば、保守者が保守端末１１０に診断実行命令を入力することで開始さ
れる。診断実行命令には、診断対象基地局の指定（第１の基地局ＩＤ）、及び対象セクタ
（第１のセクタＩＤ）、対象受信機の指定（０系又は１系を示す受信機ＩＤ）等の診断条
件を含む。ここではまず、基地局１０１のセクタ１、０系の診断を行うものとして説明す
る。なお、保守者による入力以外にも、例えば、予め定められたスケジュールに従い、所
定の時刻になると測定を開始するなど、適宜のタイミングで基地局の診断を開始してもよ
い。



(8) JP 4105193 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

【００２５】
　ステップ７０１では、保守端末１１０は、試験機能部１２４を搭載している基地局１０
１の基地局制御部１３５に、指定された診断条件を含む診断開始指示を通知する。なお、
診断するセクタ、受信系の指定を省略し、基地局１０１の全てのセクタ、受信系に対して
、順次診断を実行するようにしても良い。
【００２６】
　ステップ７０２では、基地局制御部１３５は診断対象セクタのＰＮ（ｐｓｅｕｄｏ　ｎ
ｏｉｓｅ、擬似雑音）番号を試験端末制御部１３６へ通知する。ＰＮ番号とは、基地局／
端末を識別するのに使用される番号である。なお、ＰＮ番号以外にも、基地局及びセクタ
を識別するための適宜のセクタ識別子を用いてもよい。
【００２７】
　ステップ７０３では、基地局制御部１３５は診断開始指示を受信し、その指示に従い試
験機能制御部１３６へ端末機能部１３７の電源を投入するよう命令する（電源投入命令）
。ステップ７０４では、試験端末制御部１３６は端末機能部１３７の電源を投入する。
【００２８】
　ステップ７０５では、基地局制御部１３５は試験端末制御部１３６にスイッチの設定を
指示する。ステップ７０６では、試験端末制御部１３６は、試験機能部１２４のスイッチ
を切り替える。例えば、受信された第１のセクタＩＤに従い、スイッチ１５１をセクタ１
側に設定し、受信機ＩＤに従いスイッチ１５４を０系側に設定する。ステップ７０７では
、基地局制御部１３５が試験機能制御部１３６に呼接続を開始するよう指示する（呼接続
開始命令）。ステップ７０８では、試験機能制御部１３６が端末機能部１３７へ呼接続を
開始するよう指示する。この指示には、ＰＮ番号を含むことができる。ステップ７０９で
は、端末機能部１３７は、基地局１０１の信号処理部を経由しテストサーバ１１２にダイ
ヤルアップして呼接続状態を確立する。例えば、基地局１０１の下りの経路は図７の経路
１９３、上りの０系の経路は図７の経路１９４を通る。例えば、端末機能部１３７から送
信される信号は、ＣＰＬ１４１を介してアンテナ１７０側にも伝わるが、ＰＮ番号は基地
局１０１のセクタ１　信号処理部１３１を示しているため、アンテナ１７０を介して他の
基地局では受信処理されない。
【００２９】
　ここで呼接続状態を確立できれば基地局１０１のアンテナ設備を除いた基地局１０１の
正常性が確認できる。テストサーバ１１２にダイヤルアップし、呼接続状態を確立するた
めに経由する、基地局及びセクタはステップ７０２及びステップ７０８で通知したＰＮ番
号によって決まる。なお、テストサーバ１１２のダイヤル番号などの接続先情報は、予め
基地局制御部１３５又は試験端末制御部１３０内の適宜メモリに記憶することができる。
【００３０】
　ステップ７１０では、端末機能部１３７が、診断対象のセクタ、系を経由した呼接続が
成功したか又は失敗したかを示す情報を含む「接続情報」を基地局制御部１３５に通知す
る。なお、端末機能部１３７及び基地局制御部１３５は、例えば試験機能制御部１３６を
介して互いにデータの送受信が可能である。
【００３１】
　ステップ７１１では、基地局制御部１３５は、端末制御部１３６に呼接続を解放するよ
うに命令する（呼接続解放命令）。ステップ７１２では、試験機能制御部１３６は基地局
制御部１３５からの呼接続解放命令を端末機能部１３７へ通知する。ステップ７１３では
、端末機能部１３７は呼接続解放命令に従い、呼接続を解放する。ステップ７１４では、
端末機能部１３７は基地局制御部１３５に、呼接続を解放した情報を含む「接続情報」を
通知する。
【００３２】
　ステップ７１５では、基地局制御部１３５は試験機能部１３６に端末機能部の電源を切
断するよう命令する（電源切断命令）。ステップ７１６では、試験端末制御部１３６は端
末機能部１３７の電源を切断する。ステップ７１７では、基地局制御部１３５は保守端末
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１１０に診断結果を報告する。ここで、診断結果には、ステップ７１０で通知された呼接
続が成功したか又は失敗したかの情報を含む。
【００３３】
　ステップ７１８では、保守端末１１０は診断結果を受信し、受信した診断結果を表示部
に表示及び／又は記憶部に記憶し、基地局１０１の診断試験を終了する。また、保守端末
は、呼接続が成功していれば、基地局１０１のアンテナ設備を除く無線基地局装置及びネ
ットワークの正常性を確認することができる。一方、呼接続が失敗していれば、基地局１
０１のアンテナ設備を除く無線基地局装置及びネットワークが異常であることを確認でき
る。
【００３４】
　図８及び図９は、基地局１０１のアンテナ設備及び基地局１０２アンテナ設備を含む診
断方法の説明図である。図１０は、基地局１０１のアンテナ設備、基地局１０２のアンテ
ナ設備を含む診断方法のシーケンス図である。なお、基地局１０３のアンテナ設備を含む
診断方法については基地局１０２のアンテナ設備を含む診断試験と同一手順にて診断可能
なため省略する。
【００３５】
　診断試験は、例えば、保守者が保守端末１１０に診断実行命令を入力することで開始さ
れる。診断実行命令には、どの基地局の端末機能部を使用するか（第１の基地局ＩＤ）、
使用する端末機能部を搭載している基地局のどのセクタを使用するか（第１のセクタＩＤ
）、どの基地局のどのセクタを経由するか（第２の基地局ＩＤ及び第２のセクタＩＤ）等
の診断条件を含む。さらに、受信系の指定（０系又は１系）を含んでもよい。ここではま
ず、基地局１０２のセクタ１、０系のアンテナ設備を含む診断及び基地局１０１のアンテ
ナ設備の診断を行うものとして説明する。例えば、保守者により、基地局１０１を示す第
１の基地局ＩＤと、セクタ１を示す第１のセクタＩＤと、基地局１０２を示す第２の基地
局ＩＤと、セクタ１を示す第２のセクタＩＤとが入力されたとする。なお、保守者による
入力以外にも、例えば、予め定められたスケジュールに従い、所定の時刻になると診断を
開始するなど、適宜のタイミングで基地局の診断を開始してもよい。
【００３６】
　ステップ８０１では、保守端末１１０は、第１の基地局ＩＤ及び第２の基地局ＩＤに従
い、試験機能部１２４を搭載している基地局１０１の基地局制御部１３５と、経由する基
地局１０２の基地局制御部１３５とに、指定された診断条件を含む診断開始指示をそれぞ
れ通知する。通知する基地局、通知する情報は適宜省略できる。なお、診断するセクタ、
受信系の指定を省略し、基地局１０２の全てのセクタ、受信系に対して、順次診断を実行
するようにしても良い。
【００３７】
　ステップ８０２では、基地局１０１または基地局１０２の基地局制御部１３５、１１３
５が、診断対象基地局のセクタのＰＮ番号を試験端末制御部１３６へ通知する。例えば、
通知された第２の基地局ＩＤと第２のセクタＩＤに従い、基地局１０２のセクタ１のＰＮ
番号を通知する。なお、ＰＮ番号は、第２の基地局ＩＤと第２のセクタＩＤとに対応して
、予め各基地局のメモリに記憶し、各基地局はこれを参照することができる。また、各基
地局の各セクタのＰＮ番号は保守端末内のメモリに記憶し、保守者が保守端末に診断条件
を入力した際に保守端末がメモリから読み出し、試験機能部１２４を搭載している基地局
１０１の基地局制御部へ通知してもよい。また、各基地局の基地局制御部１３５に、隣接
する基地局の各セクタのＰＮ番号を記憶しておき、診断実行時に保守端末１１０が診断対
象の基地局の基地局制御部１３５から読み出し、試験機能部１２４を搭載している基地局
の基地局制御部へ通知してもよい。なお、ステップ８０２の処理は、端末機能部１３７か
らの接続があった時など、適宜のタイミングで実行してもよい。
【００３８】
　ステップ８０３では、基地局１０１の基地局制御部１３５は診断開始指示を受信し、そ
の指示に従い試験機能制御部１３６へ端末機能部１３７の電源を投入するよう命令する（



(10) JP 4105193 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

電源投入命令）。ステップ８０４では、試験端末制御部１３６は端末機能部１３７の電源
を投入する。
【００３９】
　ステップ８０５では、基地局１０１の基地局制御部１３５は試験端末制御部１３６にス
イッチの設定を指示する。ステップ８０６では試験機能部１２４のスイッチを切り替える
。例えば、第１のセクタＩＤに従い、スイッチ１５１をセクタ１側にし、スイッチ１５４
を０系側にする。
【００４０】
　ステップ８０７では、基地局１０１の基地局制御部１３５が試験機能制御部１３６に呼
接続を開始するよう指示する（呼接続開始命令）。ステップ８０８では試験機能制御部１
３６が端末機能部１３７へ呼接続を開始するよう指示する。この指示には、通知されたＰ
Ｎ番号を含むことができる。
【００４１】
　ステップ８０９では、端末機能部１３７は、基地局１０１のアンテナと基地局１０２を
経由し、テストサーバ１１２にダイヤルアップして呼接続状態を確立する。下りの経路は
図９の経路１９７と図８の経路１９５を通り、上りの経路は図８の経路１９６と図９の経
路１９８を通る。例えば、端末機能部１３７から送信される信号は、ＣＰＬ１４１を介し
てＤＵＰ１４３、０系受信機１４６側にも伝わるが、ＰＮ番号は基地局１０２のセクタ１
　信号処理部１１３１を示しているため、０系受信機１４６側では受信処理されない。
【００４２】
　ここで呼接続状態を確立できれば基地局１０１のアンテナ設備と、アンテナ設備を含ん
だ基地局１０２の正常性が確認できる。テストサーバ１１２にダイヤルアップして呼接続
状態を確立するために経由する基地局及びセクタは、ステップ８０２及びステップ８０７
で通知されたＰＮ番号によって決まる。
【００４３】
　診断試験を実施した際、試験端末１３７を搭載している基地局１０１と、経由する基地
局１０２とには端末機能部１３７の端末情報が通知される（例えば、ステップ８０１）。
基地局１０１及び１０２は通知された端末から接続があった場合、端末へ接続先のＰＮ番
号を通知する。端末は通知されたＰＮ番号に対して呼接続を実施する。本説明では端末へ
のＰＮ番号通知は基地局１０１、１０２により通知しているが、基地局１０１のみからの
通知でも、その他の隣接している基地局からでもよい。また、ＰＮ番号は各基地局、各セ
クタで異なる値が設定されている。なお、テストサーバ１１２のダイヤル番号などの接続
先情報は、予め基地局制御部１３５又は試験端末制御部１３０内又は外部の適宜メモリに
記憶することができる。
【００４４】
　ステップ８１０では、端末機能部１３７が、診断対象のセクタ、系を経由した呼接続が
成功したか失敗したかを示す情報を含む「接続情報」を基地局制御部１３５に通知する。
なお、端末機能部１３７及び基地局制御部１３５は、例えば試験機能制御部を介して互い
にデータの送受信が可能である。
【００４５】
　ステップ８１１では、基地局１０１の基地局制御部１３５は、端末制御部１３６に呼接
続を解放するように命令する（呼接続解放命令）。ステップ８１２では、試験機能制御部
１３６は基地局１０１の基地局制御部１３５からの呼接続解放命令を端末機能部１３７へ
通知する。ステップ８１３では、端末機能部１３７は呼接続解放命令に従い、呼接続を解
放する。ステップ８１４では、端末機能部１３７は、基地局１０１の基地局制御部１３５
に呼接続を解放した情報を含む「接続情報」を通知する。
【００４６】
　ステップ８１５では、基地局１０１の基地局制御部１３５は、試験機能部１３６に端末
機能部１３７の電源を切断するよう命令する（電源切断命令）。ステップ８１６では、試
験端末制御部１３６は端末機能部１３７の電源を切断する。ステップ８１７では、基地局
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１０１の基地局制御部１３５は、保守端末１１０に診断結果を報告する。ここで、診断結
果は、ステップ８１０で通知された呼接続が成功したか又は失敗したかの情報を含む。
【００４７】
　ステップ８１８では、保守端末１１０は診断結果を受信し、受信した診断結果を表示部
に表示及び／又は記憶部に記憶し、基地局１０１の診断試験を終了する。また、保守端末
１１０は、呼接続が成功していれば、基地局１０１のアンテナ設備、アンテナ設備を含む
基地局１０２の正常性及びネットワークの正常性を確認することができる。一方、呼接続
が失敗していれば、基地局１０１のアンテナ設備、アンテナ設備を含んだ基地局１０２の
無線基地局装置及びネットワークが異常であることを確認することができる。
【００４８】
　なお、本試験は図７の処理と図１０の処理とに分けて実施することも、組み合わせて実
施することも可能である。また、適宜の順番で行ってもよい。
　本発明によりアンテナ設備を含んだ無線基地局装置及びネットワークの正常性診断試験
を安価に実現することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明は、例えば、移動体通信システム、基地局に関する産業に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明における１ｘＥＶ－ＤＯシステム　無線基地局試験システムの構成図であ
る。
【図２】本発明における基地局１０１の診断経路の説明図である。
【図３】本発明における基地局１０２、１０３の診断経路の説明図である。
【図４】本発明における基地局１０１の詳細構成図である。
【図５】本発明における基地局１０２の詳細構成図である。
【図６】本発明における基地局１０１診断時の、基地局１０１の診断経路である。
【図７】本発明におけるアンテナ設備を含まない基地局１０１の診断を行う際のシーケン
スの説明図である。
【図８】本発明における基地局１０２、１０３診断時の、基地局１０１の診断経路である
。
【図９】本発明における基地局１０２、１０３診断時の、基地局１０２、１０３の診断経
路である。
【図１０】本発明のおける基地局１０１のアンテナ設備、アンテナ設備を含む基地局１０
２、１０３の診断を行う際のシーケンスの説明図である。
【符号の説明】
【００５１】
１０１、１０２、１０３　無線基地局装置（基地局）
１０６　ＡＮ－ＡＡＡ
１０７　ＩＰ－ＳＷ
１０８　管理網
１０９　ＰＣＦ－ＳＣ
１１０　保守端末
１１１　ネットワーク網（データ網）
１１２　テストサーバ
１２１、１２２，１２３　信号処理部
１２４　試験機能部
１３１、１３２、１３３　信号処理部（セクタ１、２、３）
１３４　回路インターフェース
１３５　基地局制御部
１３７　端末機能部
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１３６　試験機能制御部
１４１、１４２　ＣＰＬ（方向性結合器）
１４３、１５３　ＤＵＰ（デュプレクサ）
１４４　ＢＰＦ（通過帯域フィルタ）
１４５　送信機
１４６、１４７　受信機（０系、１系）
１４８　変調機
１４９　復調機
１５１、１５２、１５４　スイッチ
１５５　下り減衰器
１５６　上り減衰器
１６１　ＣＰＵ
１６２　ＲＯＭ
１６３　ＲＡＭ
１７０　０系アンテナ
１７１　１系アンテナ
１８１、１８２、１８３、１８４　一般端末
１９０　一般端末経路
１９１、１９２、１９３、１９４、１９５、１９６、１９７、１９８　診断経路
 

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(15) JP 4105193 B2 2008.6.25

10

フロントページの続き

    審査官  江口　能弘

(56)参考文献  特開２００５－１５１１８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－９３４９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２９８９４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５２３４５４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　１７／００　　　　
              Ｈ０４Ｑ　　　７／３４　　　　
              Ｈ０４Ｑ　　　７／３８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

